
㊨

I

.

l

 

I

議
案
第
百
　
八
号

ノ

ー

国
民
宿
舎
事
業
の
設
鴬
等
に
的
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
S
て

/

次
の
と
お
り
国
民
宿
舎
事
業
の
設
置
等
に
繭
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'
地
方
自

治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
わ
､
本
議
会
の
議
決
を
求

め
る
｡

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
十
五
月

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

-

中
和
五
経
六
年
均
斉
始
＼
七
日
席
奪
可
決

三
朝
町
観
食
級
長
名
港
鼻
血



三

朝

町

条

例

第

　

　

　

　

号

国
民
宿
舎
事
業
の
設
直
筆
に
撫
す
る
条
例
の
l
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
宿
舎
事
業
の
設
崖
等
に
絢
す
る
条
例
(
哨
御
四
十
妄
三
朝
町
条
例
第
三
十
号
)
の
一
部
字
訳
の

よ
う
に
改
正
す
る
｡

i

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

(
組
　
織
)

第
二
条
　
地
方
公
営
企
業
法
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
｡

･

以

下

｢

法

｣

と

い

う

.

)

寡

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
､
国
民
宿
舎
事
業
の
常
理
者
の
権
限
に
麻
す
る
事
務
を
処
写
る
た
め
慧

宿
舎
三
朝
温
泉
会
館
を
髄
-
0

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
管
理
者
)

第
三
条
　
国
民
宿
舎
事
業
の
管
理
者
は
､
館
長
と
す
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
七
宏
一
,
T
T
r
一
日
か
ら
旅
行
す
る
｡


